
令和６年１１月１８日 

 

 介護サービス事業者 各位 

 

岐阜県健康福祉部高齢福祉課長   

 

 「ＧビズＩＤ」の取得について（依頼） 

 

日頃は、県高齢者福祉行政にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。 

さて、令和６年８月 16 日付け高第 485 号にて通知しましたとおり、令和６年度から

介護保険法に基づく「介護サービス事業者経営情報の調査」が開始され、厚生労働省が

構築する「介護事業財務情報データベースシステム（仮称）」により、事業所・施設ご

との収益・費用等の情報を報告いただく必要があります。 

 また、介護サービスに係る指定及び報酬請求に関連する申請・届出についても、原則、

厚生労働省が構築・運営する「電子申請・届出システム」を利用して手続きを行うこと

とされ、岐阜県に対する申請・届出については、令和７年２月（※）から同システムに

よる受付を開始する予定としております。（※ 市町村に対する申請・届出は、それぞれ

受付開始時期が異なるため、各市町村にご確認願います。） 

これらのシステムを利用した報告や申請・届出に当たっては、デジタル庁が運用する、

事業者が行政手続を行う際の共通認証サービス「ＧビズＩＤ」の取得が必須となります。 

介護サービス事業者におかれましては、速やかに各手続きが行えるよう、事前に「Ｇ

ビスＩＤ」の取得をお願いします。 

 

記 

 

１ ＧビズＩＤの取得方法 

以下のＵＲＬに掲載の「ＧビズＩＤの取得方法」を参考に、ＧビズＩＤホームペー

ジから手続きを行ってください。 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/397540.html 

※ＧビズＩＤのアカウントには「プライム」と「メンバー」の２種類があり、法人

代表者以外に、各事業所の担当者が申請・届出を行う場合には「メンバー」のア

カウントも必要となりますので、各事業者の運用に合わせて取得してください。 

 

２ システムを利用した報告及び申請・届出 

  システムを活用した報告及び申請・届出の詳細は、後日別途ご連絡しますが、各 

手続きの概要等については、以下のＵＲＬをご確認願います。 

・ 介護サービス事業者経営情報の調査（介護保険最新情報 Vol.1297） 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/410645.pdf 

・ 電子申請・届出システム（厚生労働省ホームページ） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html 

 

健康福祉部 高齢福祉課 事業者指導係 

058－272-1111（内 3468・3469）
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